
大和市道路占用規則 (昭和45年３月31日規則第16号)

最終改正:平成18年12月15日規則第99号

改正内容:平成18年12月15日規則第99号 [平成24年３月31日]

○大和市道路占用規則
昭和45年３月31日規則第16号
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昭和61年４月28日規則第26号
平成元年５月29日規則第42号
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大和市道路占用規則
（趣旨）
第１条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、道路法（昭和27年法律第180号。以下「法」という。）に基づき、本市が管理する道路その他の付属物及び道路
予定区域（以下「道路」という。）の占用について、必要な事項を定めるものとする。
（占用工事の計画書）
第２条 法第36条第１項の規定により、水管（水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。）、下水道管、公衆の用に供する地方鉄道、ガス
管、電柱又は電線を道路に設けようとする者は、道路占用工事計画書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。
（占用及び掘削許可の申請）
第３条 法第32条第１項若しくは第35条の規定による道路の占用許可を受けようとする者又は占用の工作物、物件若しくは施設（以下「占用工作物等」という。）の改築、
移転、除却等に伴い道路の掘削許可を受けようとする者は、占用又は掘削しようとする日の７日前までに、道路占用許可申請（協議）書に、次に掲げる書類を添付して市長
に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認める場合は、添付書類の一部を省略することができる。
(１) 位置図（付近100メートル内外の見取図）
(２) 平面図（縮尺600分の１）
(３) 縦断面図（縮尺600分の１）
(４) 横断面図（縮尺100分の１）
(５) 標準横断図（縮尺50分の１）
(６) 占用工作物等の構造図
(７) 隣接の土地若しくは建物の所有者の承諾書又は占用に利害関係があると認められる者の同意書
(８) その他市長が特に必要とする書類
（占用及び掘削の許可）
第４条 市長は、前条の規定による申請を許可したときは、道路占用等許可書を交付する。
（占用許可の変更）
第５条 前条の規定により許可を受けた者（以下「占用者」という。）が、法第32条第３項の規定により許可事項を変更しようとするときは、道路占用等許可変更申請書（第
２号様式）を市長に提出しなければならない。
２ 前項の規定による申請及びその許可については、第３条及び前条の規定を準用する。
（占用の継続）
第６条 占用者は、占用期間が満了し引き続いて占用の許可を受けようとするときは、占用期間満了の日の15日前までに、当該占用期間に係る許可書の写しを添えて道路占用
許可継続申請書（第３号様式）を市長に提出しなければならない。
２ 前項の申請書には、第３条各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。
３ 第１項の規定による申請に係る許可については、第４条の規定を準用する。
（工事完了届）
第７条 占用者は、工事完了後10日以内に工事等完了届（第４号様式）を市長に提出し、検査を受けなければならない。
（占用の廃止）
第８条 占用者が自己の都合により占用を廃止したときは、道路占用廃止届（第５号様式）を市長に提出しなければならない。ただし、占用の廃止に伴い占用工作物等を除却
し、前条の規定により工事等完了届を提出する場合は、この限りでない。
（占用許可の期間）
第９条 占用許可の期間は、次に定めるとおりとする。
(１) 法第35条及び法第36条の規定による事業の占用 10年以内
(２) 前号以外の占用 ３年以内
２ 占用の期間が満了し、これを継続しようとする場合の期間は、前項の規定を準用する。
（舗装道路掘削の制限）
第10条 新設又は全面的な補修を行った舗装道路は、次に定める期間については掘削を許可しない。ただし、公益上その他特に必要があると市長が認めたときは、この限り
でない。
(１) セメント・コンクリート舗装道路 ５年
(２) アスファルト・コンクリート舗装道路 ３年
(３) 簡易舗装道路 １年
（占用物件の管理）
第11条 占用者は、道路に設置した占用物件の維持管理につとめ、破損、汚損等によって美観、交通その他道路管理上支障をきたさないようにしなければならない。
（占用権譲渡の禁止）
第12条 占用者は、占用に関する権利を他人に譲渡し、又は占用地若しくは占用工作物等を他人に使用若しくは管理させてはならない。
（連帯保証人）
第13条 道路の占用に関し、占用期間が長期にわたるとき、地元居住者等の利害に重大な関係があるとき、その他市長が特に必要があると認める場合は、この規則により申
請をする者は市内に居住する身元確実な連帯保証人２人を選任しなければならない。
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（住所変更等の届出）
第14条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実を証明する書類を添え、速やかに道路占用者住所等変更届（第６号様式）を市長に提出しなければなら
ない。
(１) 占用者又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。
(２) 相続により占用の権利を承継したとき。
(３) 占用者である法人の名称又は代表者が変更したとき。
(４) 占用者である法人が解散又は合併したとき。
（復旧費及び監督事務費）
第15条 占用者は、占用工作物等の新設、改築、移転 除却等で道路を掘削した場合は、市長の指示する道路掘削復旧仕様書により、速やかに復旧工事を行わなければなら
ない。ただし、法第38条第１項の規定により道路の構造を保全するために市長が必要であると認める場合又は占用者の委託がある場合の路面復旧工事は、市長が行う。
第16条 前条本文の規定により復旧工事を行った占用者は、市長の指示する道路掘削復旧仕様書に基づく本復旧の復旧面積（セメント・コンクリート舗装の場合にあって
は、一区画単位の面積とし、小数点以下の端数があるときは、小数点第２位を四捨五入する。ただし、１平方メートルに満たない場合は、１平方メートルとする。）に別表
に定める復旧費単価を乗じて得た額（以下「復旧費」という。）の100分の10の額を当該復旧工事に係る監督事務費として負担しなければならない。
２ 前条ただし書の規定により市長が復旧工事を行った場合には、復旧費を当該占用者から徴収する。
第17条 前条の規定により算出した復旧費及び監督事務費は、市長の指定する日までに納入しなければならない。
２ 既納の復旧費及び監督事務費は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(１) 占用者の責めによらない理由により占用できないとき。
(２) 占用者が占用許可の取り消しの申し出をし、市長が正当の理由があると認めるとき。
(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
（損害賠償）
第18条 占用者は、工事期間中又は工事完了後の保証期間中、占用に起因して事故を生じたときは、直ちにその理由を付し、市長に届出てその指示を受け、これを原形に復
し、又はその損害を賠償しなければならない。
（代執行）
第19条 市長は、占用者が法令若しくはこの規則に基づく義務若しくは市長の命令を履行しないとき、若しくは履行しても不十分と認めるとき、又は道路を不法に占用して
いる者があるときは、その者に代って執行し、又は不法占用工作物等を撤去し、これに要した費用は、占用者等が負担するものとする。
（委任）
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
１ この規則は、昭和45年４月１日から施行する。
２ この規則施行前に、作成された帳票で、事務上支障のないものについては、当分の間使用することができる。

附 則（昭和48年規則第３号）
この規則は、昭和48年４月１日から施行する。
附 則（昭和54年規則第14号）

この規則は、昭和54年４月１日から施行する。
附 則（昭和56年規則第８号）

この規則は、昭和56年４月１日から施行する。
附 則（昭和56年規則第40号）

この規則は、昭和56年７月１日から施行する。
附 則（昭和57年規則第４号）

この規則は、公布の日から施行する。
附 則（昭和57年規則第31号）

この規則は、昭和57年５月１日から施行する。
附 則（昭和57年規則第38号）

この規則は、昭和57年８月１日から施行する。
附 則（昭和58年規則第19号）

１ この規則は、昭和58年５月１日から施行する。
２ 改正後の大和市道路占用規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に占用又は掘削の許可をしたものから適用する。

附 則（昭和59年規則第44号）
この規則は、公布の日から施行する。
附 則（昭和60年規則第40号）

１ この規則は、昭和60年４月１日から施行する。
２ この規則施行の際、現に調製されている用紙が残存する間は必要な補正をして引き続き使用することができる。
（大和市公印規則の一部改正）
３ 大和市公印規則（昭和41年大和市規則第25号）の一部を次のように改正する。
（次のよう略）
附 則（昭和60年規則第26号）

１ この規則は、昭和60年５月１日から施行する。
２ 改正後の大和市道路占用規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に占用又は掘削の許可をしたものから適用する。

附 則（昭和61年規則第26号）
１ この規則は、昭和61年５月１日から施行する。
２ 改正後の大和市道路占用規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に占用又は掘削の許可をしたものから適用する。

附 則（平成元年規則第42号）
１ この規則は、平成元年６月１日から施行する。
２ 改正後の大和市道路占用規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に掘削許可の申請があったものから適用する。

附 則（平成３年規則第16号）
１ この規則は、平成３年４月１日から施行する。
２ この規則施行の際、現に作成されている用紙が残存する間は、必要な補正をして引き続き使用することができる。

附 則（平成３年規則第30号）
１ この規則は、平成３年６月１日から施行する。
２ 改正後の大和市道路占用規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に掘削許可の申請があったものから適用する。

附 則（平成５年規則第37号）
１ この規則は、平成５年８月１日から施行する。
２ 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に掘削許可の申請があったものから適用する。

附 則（平成12年規則第51号）
この規則は、公布の日から施行する。
附 則（平成16年規則第25号）

（施行期日）
１ この規則は、平成16年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に掘削の許可をしたものから適用する。

附 則（平成16年規則第52号）
（施行期日）
１ この規則は、公布の日から施行する。
（経過措置）
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２ この規則の施行の際、現に調製されている用紙が残存する間は、必要な補正をして引き続き使用することができる。
附 則（平成18年規則第99号）

（施行期日）
１ この規則は、平成19年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に掘削許可の申請があったものから適用する。
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別表（第16条関係）

備考 復旧費単価は、１平方メートル当たりの単価をいう。

番号 種別 工種 復旧費単価
１ セメント・コンクリート舗装 舗装厚35センチメートルまで 円

16,400
２ アスファルト・コンクリート舗装（高級舗

装）
舗装厚30センチメートルをこえるも
の

14,000

３ アスファルト・コンクリート舗装（中級舗
装）

舗装厚30センチメートルまで 9,300

４ アスファルト・コンクリート舗装（簡易舗
装）

舗装厚20センチメートルまで 7,400

５ 砂利道（法敷及び植樹帯を含む） 砂利厚20センチメートルまで 3,800
６ インターロッキング・ブロック舗装（歩道舗

装）
舗装厚18センチメートルまで 6,300

７ アスファルト・コンクリート舗装（歩道舗
装）

舗装厚13センチメートルまで 6,000

Page 4 of 11大和市道路占用規則 大和市例規集（神奈川県）

2019/10/23http://asa.daiichihoki.asp.lgwan.jp/newsearch/SrPrF12/init



第１号様式（第２条関係）
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第２号様式（第５条関係）

Page 6 of 11大和市道路占用規則 大和市例規集（神奈川県）

2019/10/23http://asa.daiichihoki.asp.lgwan.jp/newsearch/SrPrF12/init



第３号様式（第６条関係）
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第４号様式（第７条関係）
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第５号様式（第８条関係）
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第６号様式（第14条関係）
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